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借用証文
借用証文は人から金銭などを借り入れる際に借用者から貸主に宛てて借りたことを認め

た証文のこと。借用の金額、利息、返済条件、返済期限などが記載され、借用者、請人（身

元保証、連帯責任者）が署名、捺印し、年月日を記載して貸主に差し出すもの。

金子元右衛門文書は福山（松前）で漁業も営む商家、金子家の文書。通行関係、借用証

書などが多く含まれる。
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